
許可番号第 04702194819号

雇置 多篭 序モ 覇琵 牛勿 ■lX 9巨 達≡ 振没 勇篭 言午「・ _F誦正

住  所    東京都 中野 区松 が丘一丁 目 32番 8号
氏  名   SSAア ジア株式会社 代表取締 役 梶川 大吾

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受け
証する。

沖縄県知事  翁 長 雄

許 可 の 年 月
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燃 え殻 ＼ 動物系固形不要物 ＼ ＼

汚 泥 ○ ＼ ゴムくず ＼ ＼

廃 油 ＼ ＼ 金属くず C ＼ ＼

廃 酸 ＼ ガラスくず・コンクリー トくず及び陶磁器くず C ＼

廃 アル カ 1 ＼ 鉱 さい ＼

麻 プ ラ スチ ック粕 〇 ＼ がね き粕 ○ ＼

紙くず ＼ 動 物 のふ ん尿 ＼ ＼

木くず ＼ 動物の死体 ＼ ＼

繊維くず ＼ ばいじん ＼

動植物性残さ ＼ ＼ 産業廃棄物の処理物 (第 13号 廃棄物 ) ＼ ＼

これ らの うち水銀使用製品産業廃棄物及 び特別管理産業廃棄物 を除 く。積替え保管 を含 まない

「取扱」lltlの 「○」は取扱うことができるもの、「一」は取扱うことができないものを示す。
「石綿J欄 の「○」は石綿含有産業廃棄物が含まれること、「一」は石綿含有産業廃棄物が含まれないことを示す。
「水銀」IPlの 「○」は水銀含有ばいじん等が含まれること、「―」は水銀含有ばいじん等が含まれないことを示す。

2.許可の条件
(1)産業廃棄物を船舶に搬入する際は、港内に滞留することのないよ う船舶の入港

時刻に合わせて排出事業者又は収集運搬業者か ら引き受 けること。

(2)当 該収集運搬業に起因 した環境 に関する苦情等の申し出があった場合 には、直
ちにその原因を調査 し、適切な措置 を講ずること。

許可の更新又は変更の状況
平成29年 12月 19日  新規許可

那覇市における積替え許可の有無

5.規則第 9条 の 2第 5項の規定 による許可証の提出の有無 有。①

有

事務所の所在地 :東京都中野区松が丘一丁目32番 8号
事業場の所在地 :東京都江東区若洲二丁目37番 1


